
令和６年８月３０日 

保護者様 

 江戸川区立船堀第二小学校 

校長 則岡 小織 

台風１0号の接近に伴う対応について 

日頃より本校の教育活動にご協力いただきありがとうございます。 

さて、台風 10号が ９月 ２日に関東周辺へ接近する恐れが出てまいりました。江戸川区教育委員会で

は、幼児・児童・生徒の安全確保をおこなうため下記のような対応を実施しています。本校においても同様

の取り扱いを行います。気象情報にご注意の上、何卒よろしくお願い申し上げます。 

＜江戸川区の方針＞ 

 

＜本校の対応＞ 

１ 教育活動の実施について、江戸川区教育委員会の方針と同様とする。 

２ その他のお願い 

（１） 登校時間帯は、気象情報に注意し、ご家庭の判断で登校時刻を遅らせるなどの対応 

をお願いいたします。 

（２） 台風の影響による登校時間の遅れや見合わせは、遅刻・欠席の扱いにはしませんが、tetoruでの

学校への報告は、必ずお願いします。（安全管理上、ご協力お願いします。） 

(３) ９月２日（月）の持ち物 

   □あゆみ 

（表紙のみファイルに入れて提出します。学習の記録・行動の記録は、ご家庭で保管してください。） 

□上履き  □防災頭巾  □筆箱  □下敷き  □連絡帳  □タブレット 

★天候に関わらず、以上のものをランドセルに入れて登校してください。夏休みの課題や道具箱は、

３日（火）以降の持ち物とします。 

（４） 始業式当日（９月２日）は、天候の状況に関わらず、教科書を家に持ち帰りません。学年だよりには 

９月２日配布と記載している学年もありますが、ご了承ください。 

（５） 登校時に衣服が濡れることも予想されます。タオルや予備の靴下などご用意ください。 

（６） すくすくスクールについては、学校に準じた対応をおこないます。 

学校が臨時休業となった場合は、すくすくスクール（学童クラブ登録も含む）は中止となります。 

〇 気象庁の予報により、午前 7時の時点で、江戸川区に「『暴風特別警報』又は『大雨特別警報』 

もしくは、「『  暴風警報』と『大雨警報』」の両方が発令されている場合は、臨時休業とする。 

〇 下校の時点で、江戸川区に「『暴風特別警報』又は『大雨特別警報』」もしくは、「『暴風警報』 

と『大雨警報』」の両方が発表されている場合は、学校待機もしくは保護者引き渡しとする。 


